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はじめに

（1）研究の背景と目的

　全国の平成12年中に発生した人身事故件数は、931，934件と史上最高を記録し、また、交通事故によ

る死傷者は、1，164，763人を数え、発生件数および死傷者数とも依然として増加傾向にある。交通事故

が個人ならびに社会に与える損害は甚大なものであり、現在の交通事故情勢は憂慮すべき事態である。

　このような中、警察庁と国土交通省は、平成8年度から事故多発地点において交差点改良や道路照

明の設置、交通規制の見直し等の事故削減施策を集中的に実施するr事故多発地点緊急対策事業」を

推進しており、全国3，196箇所の事故多発地点に対し、都道府県公安委員会と道路管理者からなる事

故多発地点対策協議推進連絡委員会を設立し、合同現場点検および各種対策を立案・推進している。

平成12年度末現在では、約2，500箇所で事業が実施済みあるいは事業中であり、平成8年度末まで

に何等かの対策が完了した約250箇所の交通事故発生件数は、前年度比で約25覧の減少となっており、

一定の成果は上げている。

　一方、近年、地方自治体等をはじめとして、増加傾向にある高齢者の交通事故を予防するものとし

て、（財）国際交通安全学会（以下IATSS）により提唱された「ヒヤリ地図づくり」が盛んに実施され

ている。ヒヤリ地図の作成は、誰でも気軽に参加でき、目ごろのrヒヤッ」とかrハッ」とした実体

験を語り合いながら危険体験地図を作成する参加型活動であり、平成10年秋の全国交通安全運動期

間を中心に、高齢者や小学生による作成活動が全国的に行われた。この活動は、危険箇所を浮かびあ

がらせるだけにとどまらず、活動全体を通して交通安全に対する関心を高めていこうというものであ

り、完成した地図は、広報紙に掲載したり、地域の交通安全情報としてパンフレットにして配布した

りするなど、その活用方法も幅広く、住民の交通安全活動への参加意識及び交通安全意識の向上を図

ることができる活動として全国的な広がりをみせている。近年のインターネットの普及により、行政

のホームページを利用したヒヤリ地図情報の公開等が行われ始めている。

　このように様々な交通安全に関する動きが活発に行われている今目ではあるが、90万件を超える人

身事故、100万人以上になる死傷者数等、増加の一途を辿る交通事故を削減するためには、抜本的な

交通安全対策の取り組みが必要であるといえる。

　IATSSでは、交通事故を大幅に削減することが可能と考え、平成9年度を初年度にr中期的に事故

を半減させるための提言」プロジェクトチーム1）を発足させ、わが国の自治体（市レベル〉における

事故減少の取り組み方を検討してきた。その研究活動の一環として、千葉県鎌ヶ谷市をモデル地区に、

実際の交通事故データや市民のヒヤリ体験情報を活用した円滑かつ効率的な交通安全対策を支援す

るためのツールとして、交通事故データやヒヤリ体験情報の入出力を始め、それらを活用した計数

的・科学的な事故分析や費用対効果を踏まえた交通安全対策の実施が可能となる交通安全対策支援シ

ステムの開発を行った。

本研究では、開発した交通安全対策支援システムについて、その開発のコンセプトを示すとともに、

交通事故データやヒヤリ情報の入出力、データ集計等の本システムの機能や本システムの機器構成等

の紹介および実際にシステムを利用したデータの集計・分析方法についての紹介を行い、交通安全対

策支援システムの活用方法について説明を行うものである。
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（2）過年度調査の経緯

　IATSSでは、現在のわが国における交通安全事業を鑑み、これまでの安全施策が一定の成果を上げ

てきたとはいえ、もっと抜本的に交通事故とその被害を削減する方策を追及すべきであると考え、平

成9年度にr中期的に事故を半減させるための提言」1）プロジェクトチームを発足させた。そのIATSS

プロジェクトのr交通事故を中期的に半減するための提言」1）では、目的達成のために交通安全活動

に投入可能な有限の資源を、より効果的になるように使うことを基本的な考え方とし、いかにすれば

交通安全事業全体をさらに、より効果的にすることができるかについて次に示す見解が提言として示

されている。

　①交通安全事業において、それを構成する個別手段の最適化

　②技術の進歩や客観情勢の変化に伴う有効な新規対策手段の発見・導入

　③個別対策手段の効果予測に基づく最適な資源の配分

　④市民の自発的な安全行動を促す交通安全活動への市民参加

　⑤効率の良い交通安全推進のための専門家の養成と活用

その提言を踏まえ、表一1に示すとおり具体的な方策が示されている。

表一1　交通事故を中期的に半減するための提言』の骨子

、毒1濃電蕩麟，蓬 蹴儲　　　　　ま、1…、i嬉，鑓麟…譲鑑懸螺繰i｝i酌饗i畿　　騰鑓1　　　繊齢

①施設の新設・改良

各個別事業毎に事業の内容と費用および期待される効果とその根拠を予め定めた様式での提出

効果／費用の大きいものから順に予算枠に達するまで採択

②指導・取締り

最適資源 指導・取締りによる事故や被害の減少による効果の評価

配分原則 施策決定のための 警察内部での最適化
に基く事 手続き ③規制・規準・制度等

業決定 交通規制、車両保安規準、免許制度、車検制度等の改訂、新設について、効果／費用の面での採択

④教育・広報

交通安全教育や広報の客観的効果計量

⑤施策決定のための調査費
各個別事業の効果推定のための事故分析の実施とそのための調査費を事業費の一部として確保

①事前事後比較……道路構造や交通規制の変更といった交通環境の変更の効果評価に用いる

対策手段
効果評価の方法

②対策有無調査……主に人や車両を対象とした施策の効果評価に用いる

③モデル化による方法……事故や被害の発生過程をモデル化し，論理的に効果評価を行う

の効果評 ④客観的手法による方法…交通安全への効果が間接的で評価や推定が困難な場ムに使用

価 データの収集と利用 必要事項の調査およぴコンピュータヘの入力という一連の事故調査作業全般の知能化の促進

事故コストの精査と 効果の貨幣価値での表現
整理 事故の程度種類人身被害の程度などによる費用単価の整理

①地域の交通環境点検
rヒヤリ地図づくり』などの地域の危険地点の抽出、相互情報交換、行政機関への改善方法の要請

②マスコミを通じた公開討論

市民参加
市民参加の具体的
な方法

　新聞に交通問題に関するコラムを設け、個人、団体、行政機関、専門家などによる紙上公開討論の実施

③市民への対応窓口の一本化
　市民の誰もが交通に関する意見、提案を具申することができる一本化した対応窓口の市町村への設置

④ヒアリング及び社会実験などへの地域として参加

地域に関連する施策の際のヒアリング活動、効果の確認のための社会実験時の自発的な志願を募るな

どの人々の関心を高める活動の実施

今後のあるべき体制
交通安全事業の中の専門知識や技能を要する業務に対する必要な専門能力を有する人材が確保されて

いることを条件にした民間会社や団体への外注

専門家の
養成と活

用
必要な専門家の

種類

　事故多発地点の調査分析と改良案の設計、安全施策の評価などに従事する交通工学的な実務をこな
①　す技術者

②市民参加の企画、設営、官民調整といったパブリックリレーションを行う対人関連業務の実務者

③交通工学的な施策のうちで、より高度な判断や専門性を要する業務を担当する技術者

1）（財）国際交通安全学会r中期的に事故を半減させるための提言」1998年
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　平成10年度には、平成9年度プロジェクトの提言を踏まえ、交通事故対策に関して先進的施策を

進めているアメリカワシントン州のシアトル・ベルビュー両市における交通事故減少への取り組み方

を参考に、自治体（市レベル）における事故減少への取り組み方にっいての考え方をr地方自治体に

向けた交通事故を中期的に半減するための提言」2）としてまとめている。その中では、今後わが国

の地方自治体において交通安全対策をいかに実施すべきか、その具体化に向けての対策の進め方につ

いて検討されており、交通事故安全対策に取り組むために次の4つを重要な椌としている。

　①専門家の養成と活用

　②事故データの客観的評価

　③市民からの意見収集による問題分析

　④対策効果の把握

　さらに、提言では、この4つの柱を交通安全対策に取り組む上でのポイントを活用した地方自治体

における交通安全対策の具体的な進め方を示している。図一1は交通事故安全対策に取り組むための

重要な4つの柱とその内容を示したものであり、図一2はその4つポイントを基本とした、具体的な

交通安全対策の進め方をフロー図で示したものである。

④対策費用効果の把握

・対策手段の効果を把握すること
は、個別手段の最適化や新規手段の
導入のためにも、また複数手段間の
最適資源配分のためにも必要不可欠
であり、効果的な交通安全事業を図
る上で重要な要件である。

・面的な交通事故対策計画の策定に
向けて、対策の事前・事後評価の手
法や経済的損失額の原単位の設定な
ど、対策評価システムの整備を図る
ことが必要である。

②事故データによる

　客観的評価

・事故データは、危険個所の把握、

交通事故の要因などを把握する上で
も、また対策効果を把握する上でも
非常に重要である。

・効果のある事故対策の立案のため
には、その分析の基本となる事故
データベースの構築とデータに基づ
く客観的な評価が必要である。

①専門家の養成と活用

・交通安全事業を効率よく、継続
的に実施していくためには、専門
家を養成・活用していく体制を整
えることが必要である。

・実施の体制としては、交通事故
データの収集・分析から対策の実
施までを専任する交通技術者を設
置し、交通安全事業を工学的・制
度的に取り扱うことが重要であ
る。

辮

③市民からの意見収
集『こよる問題分左斤

・市民からの意見収集により、事
故データからでは特定できない潜
在的な危険箇所の把握や実施した
対策効果の把握を行う上で、重要
なデータを得ることができる。

・そのデータに基いた問題箇所の
分析や事故要因の分析結果を市民
に公開することで、市民の交通安
全への認識を深め、自発的な安全
行動を促すことができる重要な手
段の一つである。

図一1　交通安全対策の策定のための4つのポイント

2）（財）国際交通安全学会r地方自治体に向けた交通事故を半減させるための提言」1999年
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　平成11年度は、平成10年プロジェクトのr地方自治体に向けた交通事故を中期的1と半減するため

の提言」2）において示された地方自治体における交通事故安全対策の進め方を具体化する上で、事故

データの電子化と一元化およびその電子データの活用ツールの整備が必要不可欠である。また、市民

による潜在的な事故発生の危険箇所（ヒヤリ体験箇所）についての情報の収集も対策が後手に回らな

いために重要であるとの認識から、交通事故データおよびヒヤリ体験情報等を有効に活用する具体的

なシステムの設計を行った。これは、地方自治体が交通事故防止対策を行う際に、交通事故が生じた

地点やヒヤリ体験箇所についてのデータの入出力やそれらを用いた計数的・科学的な事故分析や費用

対策効果を踏まえた適切な事故対策を講じることが可能となる社会システムのモデルについて検討

し・実際に・この社会システムのモデルを具体的に千葉県鎌ヶ谷市をモデル地区として現実のフィー

ルドと交通事故等のデータについて検討を加え、具体的に自治体向けのr交通事故対策支援システム」

を設計したものである・また、市民によるヒヤリ体験情報の有効活用をにらみ、市民アンケートの実

施を行っている。

　平成12年度には、平成11年度のシステム設計を踏まえ、具体的に交通事故対策支援システムの開

発を行った・システムの開発にあたっては、実際に鎌ヶ谷市で発生した交通事故データから本システ

ムを利用して交通事故データベースを作成し、交通事故データの入出力、事故発生状況等の各種集計

が可能となるシステム作りを行っている。また、市民からのヒヤリ体験情報にっいても、時間的制約

の大きい道路利用者からも比較的簡単に意見を集め、より多くの意見を行政が把握し政策に反映させ

ることを目指し、インターネットを用いたヒヤリ体験データの入力が可能となるシステムの開発を行

っており、鎌ヶ谷市においてモニター実験による試験的な運用も行った。

　図一3は、平成9年度から平成12年度までの研究の流れを示したものである。
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第1部　自治体における交通事故対策支援システム

第1章システム開発のコンセプト

　IATTSプロジェクトの提言による「地方自治体における交通安全対策の進め方」を具体化する上で、

その中心となる交通安全対策支援システムの開発を行った。ここでは、交通安全対策を進める上での

現状の課題について示すとともに、その課題を踏まえた本システムの開発目標および開発のコンセプ

トについて説明を行う。

1－1　交通安全対策に関する課題

　前述したIATSSプロジェクトのr地方自治体に向けた交通事故を中期的に半減するための提言」に

おいて地方自治体における交通安全対策の取り組み方として4つのポイントが示されている。これを

踏まえ交通安全対策を取り組むにあたっての課題を整理した。

（1）交通事故発生位置の特定

　交通安全対策は、一般的に事故の発生が顕在化している危険箇所、すなわち事故多発地点に対して

実施されることが多い。これは、その危険箇所において、しかるべき安全対策を行った場合に事故減

少効果が期待できるという考え方によるものである。国土交通省においても、平成8年度を初年度と

する「事故多発地点緊急対策事業」を推進しており、全国の幹線道路3，196箇所の事故多発地点に対

し、都道府県公安委員会と道路管理者からなる事故多発地点対策協議推進連絡委員会を設立し、合同

現場点検および各種対策を立案・推進している。

　表1－1は、平成11年中に発生した全国の道路種類別の死亡事故件数を示したものである。これを

みると、国道の死亡事故件数が最も多いものの、市町村道の死亡事故件数が国道に次いで多くなって

いることがわかる。市町村道の多くはいわゆる生活道路であり、このような身近な道路で交通事故が

多発していることは、市町村道を管理する地方自治体にとって、今後の交通安全対策を進める上で重

要な課題である。事故が多発している箇所の抽出においては、様々な手法が用いられているが、最も

大事なことは事故の発生地点を正確に把握しなければならないことである。周知のとおり国道以上の

道路（一部都道府県道や主要地方道含む）には、道路の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表1－1　全国の道路種類別死亡事故件数（H11）
起点からキロポスト（KP、距離標〉が設置されている。

警察の事故調書においても事故発生地点としてKPを記

入する欄が用意されてあり、これによって当該事故の発

生地点を特定することができる。しかしながら、主要地

方道以下の道路にはKPが設置されていないケースが多

く、事故の特定が困難な場合が生じることになる。事故

の発生件数の多い市町村道においては、適切な交通安全

対策を行う上で事故位置の特定が非常に重要な課題と　1）自動車専用道路の部分を除く。

なる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料警察庁交通局交通企画課r交通統計』

　（2）データベースの構築

　効果のある適切な交通安全対策を実施するためには、その分析の基本となる交通事故データベース

の構築とデータに基づく客観的評価が必要である。交通事故データは、危険箇所の把握・交通事

道路種別
死亡事故件数
　　（件〉

構成比
　（％）

総数 8，681 100．0％

一般国道1） 3021 34．8％

主要地方道1） 1，623 18．7％

一般都道府県道1） 1，197 13．8％

市町村道1） 2，397 27．6％

高速自動車国道
221 2．5％

自動車専用道路
102 1．2％

その他
120 1．4％

一6一



故の要因などを分析する上でも、また、対策効果を把握する上でも非常に重要である。従来、

交通事故データは交通管理者によって事故調書という形で作成・管理され、道路管理者が事故

対策を行う場合には交通管理者からデータを借用して分析を行うことが主流であった。近年は、

（財）交通事故分析センターによって統合データベース（国土建設省の道路交通データと警察庁

の交通事故データを合わせた交通事故統計データベース）が整備されその活用が図られているものの、

市町村道レベルの交通事故データは未だ整備されていない状況である。また、警察庁でも平成7年度

以降、人身事故については全国統一された様式で電子化が進められているが、物損事故については従

来の調書形式による管理となっている。交通事故の発生は稀な現象であり、その少ない情報だけで対

策立案および対策の効果を評価することは非常に困難であることから、従来の人身事故データのみ

ではなく、物損事故データを含めた経年的な事故データベースを作成し、その事故データを活

用した事故多発箇所の整理・分析により、定量的な危険箇所の把握、事故要因の分析、事故発

生パターンの分析を行うことが望ましい。

（3）市民の意見を踏まえた総合的な事故分析

　交通事故が発生した場合には、警察がその状況を調査して事故が発生した原因を予測することがで

き、交通事故再発防止のための対策を施すことができる。しかしながら、先に述べたとおり、交通事

故の発生は稀な現象であり、実際に交通事故は発生していないものの、ヒヤリ体験が多発している地

区も存在するが、ヒヤリ体験の場合には交通事故防止対策をする上で余り考慮されていないというの

が現状である。交通事故の発生数を減少させるためには、ヒヤリ体験箇所においても適切な対策を施

し、交通事故を未然に防止する必要がある。

　ハインリッヒの法則によると、r重大事故」、r軽微な事故」、r事故にまで至らない危険体験」が1：

29；300の割合で起きているとまとめられている。そこで道路利用者である市民から、目常生活の中

で事故に至らないまでも道路上で危険な体験（ヒヤリ体験）をした場合に、その体験を報告してもら

うことで、ヒヤリ体験場所や要因データなどの情報を活用することによって、事故データから

では特定できない潜在的な危険箇所の把握や実施した対策効果の把握を行う上で重要なデー

タを得ることができ、交通運用面などの面的な交通安全対策の立案が可能となる．

（4）効率的な交通安全対策の実施

　交通事故は、現代の車社会を象徴する一つの現象であり、われわれが車を使う限り、半永久的に発

生し続ける災害である。先に述べたとおりわが国の交通事故の発生件数は年々増加の一途をたどって

おり、近年の道路整備の進展や少子・高齢化等の社会状況に応じて、種々の原因によって毎年交通事

故が発生している。道路管理者や交通管理者による交通安全対策も毎年のように実施されているもの

の、効果的な交通安全対策が立案・実施されているとは言い難い。近年では、自動車メーカーも交通

安全に対する意識が高く、仮に事故が生じた場合でも被害が最小限に止るようエアバックを装備した

車両や、衝突した際に車体変形を抑える構造とした車両の開発を盛んに行っているが、交通事故を生

じさせないという観点からの対策が最も重要である。

　交通事故は、交差点や横断歩道、またはカーブや坂の頂上付近等の物理的条件が悪い所で多く発生

する傾向がある。従来、このような交通事故を防止するために、ガードレール、中央分離帯等の道路

施設を設備したり、道路の状況や規制情報等を知らせるための道路標識を設置したり、交通の状況等
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平成12年度研究調査報告書地方自ジ創本こ向けた「交通事故を中期的に半減するための提言」　　　〜モデル地区における事例研究（その2）〜報告書平成14年5月財団法人国際交通安全学会1魏脚‘加α碗SSO6加ゴ0π（ゾ％顔厩π4’5ゆり56勧6θS研究委員の構成P　　　L：メンバー：共同研究1事務局高田邦道（日本大学理工学部教授）家田　仁（東京大学大学院工学系研究科教授）松村　みち子（タウンクリエイター代表）赤羽　弘和（千葉工業大学工学部教授）木戸　伴雄（警察庁科学警察研究所主任研究官）南部　繁樹（（株）アーバントラフィックエンジニアリング常務取締役）千葉県鎌ヶ谷市（小林　茂・貞方　敦雄）：小宮　孝司（財団法人国際交通安全学会研究調査部）目次はじめに第1部　自治体における交通事故対策支援システム　第1章システム開発のコンセプト．，．，，．，．．．．．．．，，．，．　　1−1　交通安全対策に関する課題，．．．．．．，．，．，．，．．．．．．　　1−2システムのイメージとその開発目標．．．，．，．．．．．．　　1−3開発コンセプト．．．．．．．，．，，．，．，．．．．．．，．，．，，．，．第2章　交通安全対策支援システムおよびヒヤリ体験システムの機能．　2−1　交通安全対策支援システム，．，．，．．，．，．．．．．，，．，．，．．．．．．．．，．，　2−2　ヒヤリ体験システム．．．，．，。，，．．．．．．．．，．，．，．，．．．．．．．．，．．，．，第3章システムの構成と利用アーキテクチャー．　3−1システムの構成．．．．．．．．．，．，．，，．，．，．．．．．　3−2　ソフトおよび利用アーキテクチャー．．，．，．第2部　交通事故対策支援システムの活用（鎌ヶ谷市におけるデータ分析）第4章データベースの作成．，．，。．。．，．．．．．．，．，．，　4−1　交通事故対策支援システム，，．．．．．．．．．．．．，　4−2　ヒヤリ体験データベースの作成．．．．．．．．．．，6689111243565658．1一．臼．．．．．．．卜．．甲．，．，．．．．．．．61．，一．臼．．．．．．．．．一．一甲．，一．臼．．．．61．1一酢一．．．．一．．．．一甲甲甲．，，．臼．．．．65第5章　交通事故データおよびヒヤリ体験データの集計、分析，　5−1　事故データの集計、分析，．，．．．．．．．．．．，．，．，，．，．　5−2　ヒヤリ体験データの集計、分析．．．．．，．，．，．，．，．．第6章　交通事故データとヒヤリ体験データの統合，　6−1　交通事故データとヒヤリ体験データの統合．，　6−2危険箇所の分類．．．，．，．，．．．．，．，．．．．．．．．，．，　6−3　ヒヤリ体験データの活用と事故対策の立案．，67678392929698まとめはじめに（1）研究の背景と目的　全国の平成12年中に発生した人身事故件数は、931，934件と史上最高を記録し、また、交通事故による死傷者は、1，164，763人を数え、発生件数および死傷者数とも依然として増加傾向にある。交通事故が個人ならびに社会に与える損害は甚大なものであり、現在の交通事故情勢は憂慮すべき事態である。　このような中、警察庁と国土交通省は、平成8年度から事故多発地点において交差点改良や道路照明の設置、交通規制の見直し等の事故削減施策を集中的に実施するr事故多発地点緊急対策事業」を推進しており、全国3，196箇所の事故多発地点に対し、都道府県公安委員会と道路管理者からなる事故多発地点対策協議推進連絡委員会を設立し、合同現場点検および各種対策を立案・推進している。平成12年度末現在では、約2，500箇所で事業が実施済みあるいは事業中であり、平成8年度末までに何等かの対策が完了した約250箇所の交通事故発生件数は、前年度比で約25覧の減少となっており、一定の成果は上げている。　一方、近年、地方自治体等をはじめとして、増加傾向にある高齢者の交通事故を予防するものとして、（財）国際交通安全学会（以下IATSS）により提唱された「ヒヤリ地図づくり」が盛んに実施されている。ヒヤリ地図の作成は、誰でも気軽に参加でき、目ごろのrヒヤッ」とかrハッ」とした実体験を語り合いながら危険体験地図を作成する参加型活動であり、平成10年秋の全国交通安全運動期間を中心に、高齢者や小学生による作成活動が全国的に行われた。この活動は、危険箇所を浮かびあがらせるだけにとどまらず、活動全体を通して交通安全に対する関心を高めていこうというものであり、完成した地図は、広報紙に掲載したり、地域の交通安全情報としてパンフレットにして配布したりするなど、その活用方法も幅広く、住民の交通安全活動への参加意識及び交通安全意識の向上を図ることができる活動として全国的な広がりをみせている。近年のインターネットの普及により、行政のホームページを利用したヒヤリ地図情報の公開等が行われ始めている。　このように様々な交通安全に関する動きが活発に行われている今目ではあるが、90万件を超える人身事故、100万人以上になる死傷者数等、増加の一途を辿る交通事故を削減するためには、抜本的な交通安全対策の取り組みが必要であるといえる。　IATSSでは、交通事故を大幅に削減することが可能と考え、平成9年度を初年度にr中期的に事故を半減させるための提言」プロジェクトチーム1）を発足させ、わが国の自治体（市レベル〉における事故減少の取り組み方を検討してきた。その研究活動の一環として、千葉県鎌ヶ谷市をモデル地区に、実際の交通事故データや市民のヒヤリ体験情報を活用した円滑かつ効率的な交通安全対策を支援するためのツールとして、交通事故データやヒヤリ体験情報の入出力を始め、それらを活用した計数的・科学的な事故分析や費用対効果を踏まえた交通安全対策の実施が可能となる交通安全対策支援システムの開発を行った。本研究では、開発した交通安全対策支援システムについて、その開発のコンセプトを示すとともに、交通事故データやヒヤリ情報の入出力、データ集計等の本システムの機能や本システムの機器構成等の紹介および実際にシステムを利用したデータの集計・分析方法についての紹介を行い、交通安全対策支援システムの活用方法について説明を行うものである。一1一（2）過年度調査の経緯　IATSSでは、現在のわが国における交通安全事業を鑑み、これまでの安全施策が一定の成果を上げてきたとはいえ、もっと抜本的に交通事故とその被害を削減する方策を追及すべきであると考え、平成9年度にr中期的に事故を半減させるための提言」1）プロジェクトチームを発足させた。そのIATSSプロジェクトのr交通事故を中期的に半減するための提言」1）では、目的達成のために交通安全活動に投入可能な有限の資源を、より効果的になるように使うことを基本的な考え方とし、いかにすれば交通安全事業全体をさらに、より効果的にすることができるかについて次に示す見解が提言として示されている。　�@交通安全事業において、それを構成する個別手段の最適化　�A技術の進歩や客観情勢の変化に伴う有効な新規対策手段の発見・導入　�B個別対策手段の効果予測に基づく最適な資源の配分　�C市民の自発的な安全行動を促す交通安全活動への市民参加　�D効率の良い交通安全推進のための専門家の養成と活用その提言を踏まえ、表一1に示すとおり具体的な方策が示されている。表一1　交通事故を中期的に半減するための提言』の骨子、毒1濃電蕩麟，蓬蹴儲　　　　　ま、1…、i嬉，鑓麟…譲鑑懸螺繰i｝i酌饗i畿　　騰鑓1　　　繊齢�@施設の新設・改良各個別事業毎に事業の内容と費用および期待される効果とその根拠を予め定めた様式での提出効果／費用の大きいものから順に予算枠に達するまで採択�A指導・取締り最適資源指導・取締りによる事故や被害の減少による効果の評価配分原則施策決定のための警察内部での最適化に基く事手続き�B規制・規準・制度等業決定交通規制、車両保安規準、免許制度、車検制度等の改訂、新設について、効果／費用の面での採択�C教育・広報交通安全教育や広報の客観的効果計量�D施策決定のための調査費各個別事業の効果推定のための事故分析の実施とそのための調査費を事業費の一部として確保�@事前事後比較……道路構造や交通規制の変更といった交通環境の変更の効果評価に用いる対策手段効果評価の方法�A対策有無調査……主に人や車両を対象とした施策の効果評価に用いる�Bモデル化による方法……事故や被害の発生過程をモデル化し，論理的に効果評価を行うの効果評�C客観的手法による方法…交通安全への効果が間接的で評価や推定が困難な場ムに使用価データの収集と利用必要事項の調査およぴコンピュータヘの入力という一連の事故調査作業全般の知能化の促進事故コストの精査と効果の貨幣価値での表現整理事故の程度種類人身被害の程度などによる費用単価の整理�@地域の交通環境点検rヒヤリ地図づくり』などの地域の危険地点の抽出、相互情報交換、行政機関への改善方法の要請�Aマスコミを通じた公開討論市民参加市民参加の具体的な方法　新聞に交通問題に関するコラムを設け、個人、団体、行政機関、専門家などによる紙上公開討論の実施�B市民への対応窓口の一本化　市民の誰もが交通に関する意見、提案を具申することができる一本化した対応窓口の市町村への設置�Cヒアリング及び社会実験などへの地域として参加地域に関連する施策の際のヒアリング活動、効果の確認のための社会実験時の自発的な志願を募るなどの人々の関心を高める活動の実施今後のあるべき体制交通安全事業の中の専門知識や技能を要する業務に対する必要な専門能力を有する人材が確保されていることを条件にした民間会社や団体への外注専門家の養成と活用必要な専門家の種類　事故多発地点の調査分析と改良案の設計、安全施策の評価などに従事する交通工学的な実務をこな�@　す技術者�A市民参加の企画、設営、官民調整といったパブリックリレーションを行う対人関連業務の実務者�B交通工学的な施策のうちで、より高度な判断や専門性を要する業務を担当する技術者1）（財）国際交通安全学会r中期的に事故を半減させるための提言」1998年一2一　平成10年度には、平成9年度プロジェクトの提言を踏まえ、交通事故対策に関して先進的施策を進めているアメリカワシントン州のシアトル・ベルビュー両市における交通事故減少への取り組み方を参考に、自治体（市レベル）における事故減少への取り組み方にっいての考え方をr地方自治体に向けた交通事故を中期的に半減するための提言」2）としてまとめている。その中では、今後わが国の地方自治体において交通安全対策をいかに実施すべきか、その具体化に向けての対策の進め方について検討されており、交通事故安全対策に取り組むために次の4つを重要な椌としている。　�@専門家の養成と活用　�A事故データの客観的評価　�B市民からの意見収集による問題分析　�C対策効果の把握　さらに、提言では、この4つの柱を交通安全対策に取り組む上でのポイントを活用した地方自治体における交通安全対策の具体的な進め方を示している。図一1は交通事故安全対策に取り組むための重要な4つの柱とその内容を示したものであり、図一2はその4つポイントを基本とした、具体的な交通安全対策の進め方をフロー図で示したものである。�C対策費用効果の把握・対策手段の効果を把握することは、個別手段の最適化や新規手段の導入のためにも、また複数手段間の最適資源配分のためにも必要不可欠であり、効果的な交通安全事業を図る上で重要な要件である。・面的な交通事故対策計画の策定に向けて、対策の事前・事後評価の手法や経済的損失額の原単位の設定など、対策評価システムの整備を図ることが必要である。�A事故データによる　客観的評価・事故データは、危険個所の把握、交通事故の要因などを把握する上でも、また対策効果を把握する上でも非常に重要である。・効果のある事故対策の立案のためには、その分析の基本となる事故データベースの構築とデータに基づく客観的な評価が必要である。�@専門家の養成と活用・交通安全事業を効率よく、継続的に実施していくためには、専門家を養成・活用していく体制を整えることが必要である。・実施の体制としては、交通事故データの収集・分析から対策の実施までを専任する交通技術者を設置し、交通安全事業を工学的・制度的に取り扱うことが重要である。辮�B市民からの意見収集『こよる問題分左斤・市民からの意見収集により、事故データからでは特定できない潜在的な危険箇所の把握や実施した対策効果の把握を行う上で、重要なデータを得ることができる。・そのデータに基いた問題箇所の分析や事故要因の分析結果を市民に公開することで、市民の交通安全への認識を深め、自発的な安全行動を促すことができる重要な手段の一つである。図一1　交通安全対策の策定のための4つのポイント2）（財）国際交通安全学会r地方自治体に向けた交通事故を半減させるための提言」1999年一3一．嗣・i罠．』卜；回ui、選眠．侵』eM馴卜麗謳刈回曄詫量報早蹄翼喫ト十、昼厘鵡旦旦鰹翼翼e猟鰍遡蝦蕪罷鞍友ゆ醸髄講離難鐡e・　1姻　ee卿　．匪　ぐ刃謡　　　　眠離躍　　　　に細匪　　　製詫　　　e阜　　　筐埠・脈翻齪翼綱漿巨ト躍慢ゆ置．侵む撫1踏但＝照・刷醒　　遜　　賭目釧徽唄似　灘　磐四、麟齢e鰹湘e羅即坦9贋埋悩艦鰭製e懸寝到趣踏蹄　　蛭爆礫　　栢哀理劇劉和捉胴誰堕猛盆頻轡畢喪翠車eぐ側秘む姻摯熔選e繍ぐ田に　　匪　　魚琿型畏（∋艇匪�O区罫ee癒娼ぐ》頻鰐錘く似詫鰍ぺe麗ぐ瞬督趨翠コ薯含．懸慧謬騰雛曝籔翠噸羅i盤一『　　e　　型製姻　e　　裂婁蝦　幻　，ee繕　唾　蕪嚇望　．蓉碧鱒e　）　義i胡観艇　．憂観輪碧獅蹄輪卑コ食：．．怪　　」　錨e霧舞1織　　餅愈1ト　圏督密噸呼踏凱麺琶冊聾嘲　》罫翼瞭　　く鰍e　入へ輪ぐ畢畢軽蝋　』」M錦初．含∵．M筆ム躍薔雛窟、把眠ム　e　鉱1卜忌　旦儲鞠罐畠トヨ腐慨防一4一含鞍縫　　　ゆ　醗　　　結　艦　　　』’　懸　　　顕　密癒蜻繍難越硬K冊駆鞍　　奮　　』』卓　　樹榔　　ee』コ陛図難輩酸勢》　　朝州くく灘讐無　げぽ　　蹄蹄』■e　畏齢田…囲羅警哩　堰爆蟹搭　　夜釈友冊黙姫捲悟　酬蹄冊蹄脛　轄埋避翻　酬劇渕漕　誕誰譜型　掴姻姻卜，巳←コe僚個爆夜躍郭緯魚醒鍛課鐸姻¶ト桝麗蝉eoe瓢爵枳奮製e蕪夜酬胴頻姻ゆむ絶息堆襲皿択署甲図　平成11年度は、平成10年プロジェクトのr地方自治体に向けた交通事故を中期的1と半減するための提言」2）において示された地方自治体における交通事故安全対策の進め方を具体化する上で、事故データの電子化と一元化およびその電子データの活用ツールの整備が必要不可欠である。また、市民による潜在的な事故発生の危険箇所（ヒヤリ体験箇所）についての情報の収集も対策が後手に回らないために重要であるとの認識から、交通事故データおよびヒヤリ体験情報等を有効に活用する具体的なシステムの設計を行った。これは、地方自治体が交通事故防止対策を行う際に、交通事故が生じた地点やヒヤリ体験箇所についてのデータの入出力やそれらを用いた計数的・科学的な事故分析や費用対策効果を踏まえた適切な事故対策を講じることが可能となる社会システムのモデルについて検討し・実際に・この社会システムのモデルを具体的に千葉県鎌ヶ谷市をモデル地区として現実のフィールドと交通事故等のデータについて検討を加え、具体的に自治体向けのr交通事故対策支援システム」を設計したものである・また、市民によるヒヤリ体験情報の有効活用をにらみ、市民アンケートの実施を行っている。　平成12年度には、平成11年度のシステム設計を踏まえ、具体的に交通事故対策支援システムの開発を行った・システムの開発にあたっては、実際に鎌ヶ谷市で発生した交通事故データから本システムを利用して交通事故データベースを作成し、交通事故データの入出力、事故発生状況等の各種集計が可能となるシステム作りを行っている。また、市民からのヒヤリ体験情報にっいても、時間的制約の大きい道路利用者からも比較的簡単に意見を集め、より多くの意見を行政が把握し政策に反映させることを目指し、インターネットを用いたヒヤリ体験データの入力が可能となるシステムの開発を行っており、鎌ヶ谷市においてモニター実験による試験的な運用も行った。　図一3は、平成9年度から平成12年度までの研究の流れを示したものである。伯97年1998年1999年2000年2001年【上位概念の提中期的に事故を』せるための提言言】　さ　　　【地方自治体に　　　地方自治体に向　　　を中期的に半減　　　言　　　　　　　シス・けた提言】ナた交通事故るための提　　　　　【地方自治　　　具体的施策のム設計体への日言と準備】　ヒシスリ体験モニター　　　　【具体的施策一ム開発試験運用】データの集計・分析図一3　過年度調査の経緯一5一第1部　自治体における交通事故対策支援システム第1章システム開発のコンセプト　IATTSプロジェクトの提言による「地方自治体における交通安全対策の進め方」を具体化する上で、その中心となる交通安全対策支援システムの開発を行った。ここでは、交通安全対策を進める上での現状の課題について示すとともに、その課題を踏まえた本システムの開発目標および開発のコンセプトについて説明を行う。1−1　交通安全対策に関する課題　前述したIATSSプロジェクトのr地方自治体に向けた交通事故を中期的に半減するための提言」において地方自治体における交通安全対策の取り組み方として4つのポイントが示されている。これを踏まえ交通安全対策を取り組むにあたっての課題を整理した。（1）交通事故発生位置の特定　交通安全対策は、一般的に事故の発生が顕在化している危険箇所、すなわち事故多発地点に対して実施されることが多い。これは、その危険箇所において、しかるべき安全対策を行った場合に事故減少効果が期待できるという考え方によるものである。国土交通省においても、平成8年度を初年度とする「事故多発地点緊急対策事業」を推進しており、全国の幹線道路3，196箇所の事故多発地点に対し、都道府県公安委員会と道路管理者からなる事故多発地点対策協議推進連絡委員会を設立し、合同現場点検および各種対策を立案・推進している。　表1−1は、平成11年中に発生した全国の道路種類別の死亡事故件数を示したものである。これをみると、国道の死亡事故件数が最も多いものの、市町村道の死亡事故件数が国道に次いで多くなっていることがわかる。市町村道の多くはいわゆる生活道路であり、このような身近な道路で交通事故が多発していることは、市町村道を管理する地方自治体にとって、今後の交通安全対策を進める上で重要な課題である。事故が多発している箇所の抽出においては、様々な手法が用いられているが、最も大事なことは事故の発生地点を正確に把握しなければならないことである。周知のとおり国道以上の道路（一部都道府県道や主要地方道含む）には、道路の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表1−1　全国の道路種類別死亡事故件数（H11）起点からキロポスト（KP、距離標〉が設置されている。警察の事故調書においても事故発生地点としてKPを記入する欄が用意されてあり、これによって当該事故の発生地点を特定することができる。しかしながら、主要地方道以下の道路にはKPが設置されていないケースが多く、事故の特定が困難な場合が生じることになる。事故の発生件数の多い市町村道においては、適切な交通安全対策を行う上で事故位置の特定が非常に重要な課題と　1）自動車専用道路の部分を除く。なる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料警察庁交通局交通企画課r交通統計』　（2）データベースの構築　効果のある適切な交通安全対策を実施するためには、その分析の基本となる交通事故データベースの構築とデータに基づく客観的評価が必要である。交通事故データは、危険箇所の把握・交通事道路種別死亡事故件数　　（件〉構成比　（％）総数8，681100．0％一般国道1）302134．8％主要地方道1）1，62318．7％一般都道府県道1）1，19713．8％市町村道1）2，39727．6％高速自動車国道2212．5％自動車専用道路1021．2％その他1201．4％一6一故の要因などを分析する上でも、また、対策効果を把握する上でも非常に重要である。従来、交通事故データは交通管理者によって事故調書という形で作成・管理され、道路管理者が事故対策を行う場合には交通管理者からデータを借用して分析を行うことが主流であった。近年は、（財）交通事故分析センターによって統合データベース（国土建設省の道路交通データと警察庁の交通事故データを合わせた交通事故統計データベース）が整備されその活用が図られているものの、市町村道レベルの交通事故データは未だ整備されていない状況である。また、警察庁でも平成7年度以降、人身事故については全国統一された様式で電子化が進められているが、物損事故については従来の調書形式による管理となっている。交通事故の発生は稀な現象であり、その少ない情報だけで対策立案および対策の効果を評価することは非常に困難であることから、従来の人身事故データのみではなく、物損事故データを含めた経年的な事故データベースを作成し、その事故データを活用した事故多発箇所の整理・分析により、定量的な危険箇所の把握、事故要因の分析、事故発生パターンの分析を行うことが望ましい。（3）市民の意見を踏まえた総合的な事故分析　交通事故が発生した場合には、警察がその状況を調査して事故が発生した原因を予測することができ、交通事故再発防止のための対策を施すことができる。しかしながら、先に述べたとおり、交通事故の発生は稀な現象であり、実際に交通事故は発生していないものの、ヒヤリ体験が多発している地区も存在するが、ヒヤリ体験の場合には交通事故防止対策をする上で余り考慮されていないというのが現状である。交通事故の発生数を減少させるためには、ヒヤリ体験箇所においても適切な対策を施し、交通事故を未然に防止する必要がある。　ハインリッヒの法則によると、r重大事故」、r軽微な事故」、r事故にまで至らない危険体験」が1：29；300の割合で起きているとまとめられている。そこで道路利用者である市民から、目常生活の中で事故に至らないまでも道路上で危険な体験（ヒヤリ体験）をした場合に、その体験を報告してもらうことで、ヒヤリ体験場所や要因データなどの情報を活用することによって、事故データからでは特定できない潜在的な危険箇所の把握や実施した対策効果の把握を行う上で重要なデータを得ることができ、交通運用面などの面的な交通安全対策の立案が可能となる．（4）効率的な交通安全対策の実施　交通事故は、現代の車社会を象徴する一つの現象であり、われわれが車を使う限り、半永久的に発生し続ける災害である。先に述べたとおりわが国の交通事故の発生件数は年々増加の一途をたどっており、近年の道路整備の進展や少子・高齢化等の社会状況に応じて、種々の原因によって毎年交通事故が発生している。道路管理者や交通管理者による交通安全対策も毎年のように実施されているものの、効果的な交通安全対策が立案・実施されているとは言い難い。近年では、自動車メーカーも交通安全に対する意識が高く、仮に事故が生じた場合でも被害が最小限に止るようエアバックを装備した車両や、衝突した際に車体変形を抑える構造とした車両の開発を盛んに行っているが、交通事故を生じさせないという観点からの対策が最も重要である。　交通事故は、交差点や横断歩道、またはカーブや坂の頂上付近等の物理的条件が悪い所で多く発生する傾向がある。従来、このような交通事故を防止するために、ガードレール、中央分離帯等の道路施設を設備したり、道路の状況や規制情報等を知らせるための道路標識を設置したり、交通の状況等一7一

